
船舶事故等調査報告書 

平成２２年７月２９日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１０広第３９号 

事故等種類 乗揚 

発生日時 平成２２年１月１７日 １１時００分ごろ 

発生場所 愛媛県宇和島
う わ じ ま

市日振島横島南東方沖 渡
わた

ノ
り

瀬灯標から真方位３２８°

３.３海里付近（概位 北緯３３°０９.３′、東経１３２°２１.

０′） 

事故等調査の経過  平成２２年４月１３日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事

務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

船種船名、総トン数 

船舶番号、船舶所有者等 

 

引船 第二大徳
だいとく

丸、４６.４６トン 

 １２２５０３、個人所有 

乗組員等に関する情報 船長、五級海技士（航海） 

死傷者等 なし 

損傷 右舷中央部及び船尾船底に凹損、プロペラ翼に曲損 

事故等の経過  本船は、船長ほか２人が乗り組み、船首約１.１ｍ、船尾約２.７ｍの

喫水で、横島南東方沖で左転して北進中、平成２２年１月１７日１１時

００分ごろ干出岩（錐
きり

ノ瀬）に乗り揚げ、船底を擦過した。 

気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北、風速 約５m/s、視界 良好 

海象：潮汐 下げ潮中央期 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 船長は、横島南東沖に干出岩が存在している

ことを知っていたものと考えられる。 

 本船は、横島南東方沖で左転する際、船長が

船位を確認しなかった可能性があると考えられ

る。 

 本船は、干出岩に向かう針路で航行したこと

により乗り揚げた可能性があると考えられる。 

原因  本事故は、本船が横島南東方沖で左転する際、船長が船位を確認しな

かったため、干出岩に向かう針路で航行し、干出岩に乗り揚げたことに

より発生した可能性があると考えられる。 

 




